
 

実務経験の適用について 

 
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 

別表（第三条第一項及び第九条第一号関係） 

第一種動物取扱業の種別 実務経験があることと認められる関連種別 

販売（飼養施設を有して営むもの） 販売（飼養施設を有して営むものに限る。）及び

貸出し 

販売（飼養施設を有さずに営むもの） 販売及び貸出し 

保管（飼養施設を有して営むもの） 販売（飼養施設を有して営むものに限る。）、保

管（飼養施設を有して営むものに限る。）、貸出

し、訓練（飼養施設を有して営むものに限る。）、

展示及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと

（当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する

費用の全部又は一部を負担する場合に限る。） 

保管（飼養施設を有さずに営むもの） 販売、保管、貸出し、訓練及び展示 

貸出し 販売（飼養施設を有して営むものに限る。）及び

貸出し 

訓練（飼養施設を有して営むもの） 訓練（飼養施設を有して営むものに限る。） 

訓練（飼養施設を有さずに営むもの） 訓練 

展示 展示 

動物の売買をしようとする者のあっ

せんを会場を設けて競りの方法によ

り行うこと 

販売及び動物の売買をしようとする者のあっせ

んを会場を設けて競りの方法により行うこと 

動物を譲り受けてその飼養を行うこ

と（当該動物を譲り渡した者が当該

飼養に要する費用の全部又は一部を

負担する場合に限る。） 

販売（飼養施設を有して営む者に限る。）、保管

（飼養施設を有して営む者に限る。）、貸出し、

訓練（飼養施設を有して営む者に限る。）、展示

及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと（当該

動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の

全部又は一部を負担する場合に限る。） 

 


